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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 月 1 9 日 ( 2 0 2 2 . 1 . 1 9 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
制 御 対 象 の モ ビ リ テ ィ に 搭 載 さ れ 、 当 該 モ ビ リ テ ィ の 状 態 に 応 じ た 制 御 を 行 う モ ビ リ テ ィ  
制 御 シ ス テ ム で あ っ て 、
外 部 装 置 と の 通 信 状 態 を 検 知 す る 通 信 状 態 検 知 部 と 、
前 記 通 信 状 態 に 基 づ い て 、 前 記 モ ビ リ テ ィ の 稼 働 機 能 を 制 限 す る 制 御 を 行 う 制 御 部 と を 備  
え 、
前 記 通 信 状 態 検 知 部 は 、 通 信 状 態 と し て 、 通 信 の 可 否 ま た は 通 信 速 度 の 状 況 を 検 知 し 、
前 記 制 御 部 は 、 前 記 通 信 状 態 に 基 づ い て 制 限 す る 機 能 を 決 定 す る
こ と を 特 徴 と す る モ ビ リ テ ィ 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
通 信 状 態 検 知 部 は 、 通 信 状 態 と し て 、 外 部 装 置 と 通 信 が で き な い 状 況 を 検 知 し 、
制 御 部 は 、 通 信 が で き な い 状 況 を 通 信 状 態 検 知 部 が 検 知 し た 場 合 、 モ ビ リ テ ィ に 搭 載 さ れ  
た 機 能 の う ち 、 通 信 を 行 わ な い 機 能 に 制 限 す る 制 御 を 行 う
請 求 項 １ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
モ ビ リ テ ィ は 、 自 動 運 転 を 行 う コ ネ ク テ ッ ド カ ー で あ り 、
制 御 部 は 、 通 信 を 行 わ な い 機 能 で 実 現 可 能 な 自 動 運 転 の 制 御 を 行 う
請 求 項 ２ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
通 信 状 態 検 知 部 は 、 通 信 状 態 と し て 、 通 信 速 度 が 低 下 し て い る 状 況 を 検 知 し 、
制 御 部 は 、 通 信 速 度 が 低 下 し て い る 状 況 を 通 信 状 態 検 知 部 が 検 知 し た 場 合 、 想 定 さ れ る 通  
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信 量 が 予 め 定 め た 基 準 を 超 え る 機 能 を 制 限 す る 制 御 を 行 う
請 求 項 １ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
モ ビ リ テ ィ は 、 自 動 運 転 を 行 う コ ネ ク テ ッ ド カ ー で あ り 、
制 御 部 は 、 モ ビ リ テ ィ に 搭 載 さ れ た 機 能 の う ち 、 想 定 さ れ る 通 信 量 が 予 め 定 め た 基 準 を 超  
え な い 機 能 で 実 現 可 能 な 自 動 運 転 の 制 御 を 行 う
請 求 項 ４ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
対 象 と す る モ ビ リ テ ィ の 状 態 に 応 じ た 制 御 を 行 う モ ビ リ テ ィ 制 御 方 法 で あ っ て 、
外 部 装 置 と の 通 信 状 態 と し て 、 通 信 の 可 否 ま た は 通 信 速 度 の 状 況 を 検 知 し 、
前 記 通 信 状 態 に 基 づ い て 、 前 記 モ ビ リ テ ィ の 稼 働 機 能 を 制 限 す る 制 御 を 行 う
こ と を 特 徴 と す る モ ビ リ テ ィ 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
通 信 状 態 と し て 、 外 部 装 置 と 通 信 が で き な い 状 況 を 検 知 し 、
通 信 が で き な い 状 況 を 検 知 し た 場 合 、 モ ビ リ テ ィ に 搭 載 さ れ た 機 能 の う ち 、 通 信 を 行 わ な  
い 機 能 に 制 限 す る 制 御 を 行 う
請 求 項 ６ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
通 信 状 態 と し て 、 通 信 速 度 が 低 下 し て い る 状 況 を 検 知 し 、
通 信 速 度 が 低 下 し て い る 状 況 を 検 知 し た 場 合 、 想 定 さ れ る 通 信 量 が 予 め 定 め た 基 準 を 超 え  
る 機 能 を 制 限 す る 制 御 を 行 う
請 求 項 ６ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
制 御 対 象 の モ ビ リ テ ィ に 搭 載 さ れ 、 当 該 モ ビ リ テ ィ の 状 態 に 応 じ た 制 御 を 行 う コ ン ピ ュ ー  
タ に 適 用 さ れ る モ ビ リ テ ィ 制 御 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 、
外 部 装 置 と の 通 信 状 態 を 検 知 す る 通 信 状 態 検 知 処 理 、 お よ び 、
前 記 通 信 状 態 に 基 づ い て 、 前 記 モ ビ リ テ ィ の 稼 働 機 能 を 制 限 す る 制 御 を 行 う 制 御 処 理 を 実  
行 さ せ 、
前 記 通 信 状 態 検 知 処 理 で 、 通 信 状 態 と し て 、 通 信 の 可 否 ま た は 通 信 速 度 の 状 況 を 検 知 さ せ  
、
前 記 制 御 処 理 で 、 前 記 通 信 状 態 に 基 づ い て 制 限 す る 機 能 を 決 定 さ せ る
た め の モ ビ リ テ ィ 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
コ ン ピ ュ ー タ に 、
通 信 状 態 検 知 処 理 で 、 通 信 状 態 と し て 、 外 部 装 置 と 通 信 が で き な い 状 況 を 検 知 さ せ 、
制 御 処 理 で 、 通 信 が で き な い 状 況 を 通 信 状 態 検 知 処 理 で 検 知 し た 場 合 、 モ ビ リ テ ィ に 搭 載  
さ れ た 機 能 の う ち 、 通 信 を 行 わ な い 機 能 に 制 限 す る 制 御 を 行 わ せ る
請 求 項 ９ 記 載 の モ ビ リ テ ィ 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
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